
概ね５年で実施する取組（取組状況のフォローアップ）（星取表）
●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

　Ｂ）危機管理型ハード対策

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

○ ○― ○ ― ― ― ○― ▲ ― ― ―

目標時期

▲

▲

●

●

▲○

▲

●

▲
活
用

●

▲

―

▲

▲

▲

○ ○ ▲

12 越水開始予測情報の提供
・リードタイム（避難猶予時間）を考慮した堤防天
端到達時間（避難判断水位や氾濫危険水位到達
からの時間）の予測情報の市区町への提供

○ ○ ● ○●○ ▲ ●● ● ▲ ● ● ●● ○ ○ ● ● ▲○ ○ ▲ ▲ ● ▲ ― ▲ ▲● ○ ● ○ ● ▲○ ● ▲ ● ○ ●● ▲ ○ ― ○ ▲● ○ ● ○ ○ ▲▲11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示した看板
の公共施設や電柱等への設置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定最大浸水深を示す
看板を駅舎や駅周辺の電柱等に設置する。

▲ ● ▲ ●

● ▲ ▲▲

● ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ▲● ● ● ●

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続するための施
設の整備及び耐水化

● ●●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●▲ ● ● ● ● ●●● ●▲ ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ▲ ● ● ▲ ●●

○ ● ▲

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際に
必要となる、情報の収集・伝達のための設備（パ
ソコン、FAX、CCTV表示モニタ等）の整備

● ●

▲ ● ▲ ▲▲ ― ● ●●● ● ● ● ▲ ●○ ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ● ●● ● ● ● ● ●● ○ ● ● ● ● ▲● ● ○ ● ○ ●● ○ ○ ● ▲ ●● ○ ● ● ● ●―8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続するための施
設の整備及び自家発電装置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が浸水した際
に、停電や浸水被害を最小化するための施設や
発電機等の設備の耐水化や浸水回避の措置を推
進する。

▲ ● ● ●

● ▲ ● ● ●▲● ● ● ● ● ●▲ ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ▲● ● ▲ ● ● ●● ● ● ● ● ● ▲● ● ○ ● ○ ●▲ ▲ ▲ ● ● ●▲ ● ● ● ● ●●● ● ● ▲ ● ●7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配
備

● ●― ▲ ○ ○○ ― ○ ―― ▲ ○ ○ ○ ― ▲▲ ○ ○ ― ● ―▲ ▲ ○ ○ ○ ―* ― * ― ○ ―○ ○ ― ● ▲ ●

●● ●▲ ▲ ○

・協議会等の場を活用して、整備した河川防災ス
テーションについて、関係機関と情報を共有し市
町村等の円滑な水防活動等、活用方策を検討・
調整。

― ―

●● ●○▲ ●

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場所としても
活用できる水防拠点の整備 ―

●● ▲ ● ● ● ●● ● ▲ ● ▲ ●● ● ● ● ▲ ●● ● ▲ ▲ ● ●● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ▲ ●● ● ● ● ● ●5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等 ● ● ▲ ▲

● ▲ ▲ ▲ ●▲ ▲● ●●● ● ▲ ● ●● ● ● ●▲ ▲ ● ● ●▲ ● ● ● ● ●● ● ▲ ▲ ● ○4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）監視のた
めのＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設置

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、地域住民
の所在地に応じたリアルタイム情報の充実等の基
盤整備の実施

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

令和2年度

令和2年度

継続して実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成29年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

継続して実施

資料－２－１
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●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱
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目標時期

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

▲

▲

▲
活
用

▲

▲

▲

▲

▲

―

▲

● ● ▲ ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ●● ● ▲ ● ● ●▲ ● ● ● ▲● ●▲ ▲ ▲● ● ● ▲ ▲ ●▲ ● ● ▲ ▲ ●▲● ●● ● ● ● ▲ ▲● ● ● ● ▲ ●●

○● ― ○ ● ● ○● ● ○ ▲ ▲ ▲○ ▲

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、学校や社会
教育施設への対応、要配慮者・避難行動要支援
者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨の際に、駅
や列車等の乗降客及び職員の避難誘導を円滑に
行う体制を検討し充実させる。

▲ ▲

▲▲ ▲ ○ ●○▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲― ― ▲ ○ ▲● ― ● ○● * ▲ ― ○ ●○ ▲ ○ ○ ○ ▲○ ▲ ▲ ▲ ▲ ―●

▲ ● ▲

・洪水ハザードマップに記載されている民間施設
等を活用した緊急的な避難先の事例を収集し、調
整内容や協定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

▲ ○ ▲ ▲

● ● ● ●▲● ● ● ● ▲ ▲● ▲ ▲ ● ● ●● ● ● ● ▲ ●● ● ● ● ● ●▲ ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ▲ ●● ▲ ● ● ● ●●

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、学校や社会
教育施設への対応、要配慮者・避難行動要支援
者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避難場所・避
難経路の確認、改善を行う。利根川等の氾濫を想
定し、車両の退避場所の検討を行う。

▲ ▲ ● ●

● ● ▲ ▲ ▲▲ ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ● ●▲ ● ● ● ● ●●● ● ● ● ● ●

● ― ― ― ―

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令
基準の改善

▲ ○ ―18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報等のリアル
タイム情報のプッシュ型配信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際に、河川管理
者が発信している河川水位情報やCCTVカメラ画
像等のリアルタイム情報や洪水予報を駅や列車
内の広報危機によって発信する。

▲ ● ● ●●▲ ● ● ▲ ● ▲○ ― ● ○ ○ ○▲ ● ○ ● ● ○▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○○ ▲ ● ― ▲ ●○ ○ ○ ― ○ ●▲ ○ ▲ ○ ○ ▲● ▲ ● ○ ● ○―

▲

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区域内の市
町村庁舎や災害拠点病院等に関する情報を共有
し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達
体制・方法について検討。

▲ ▲ ▲ ○

○ ○ ● ● ● ○● ● ▲ ● ●▲ ● ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ●▲ ▲ ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●●● ● ● ● ● ●

▲ ○ ▲ ● ▲ ●● ● ▲ ● ○ ●● ▲ ▲

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達
の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、関係市区
町が住民等に向けて避難勧告等の発令を行った
際に駅や列車内の広報、情報伝達を行う。

▲● ▲ ▲● ▲ ● ● ○ ▲▲ ○ ― ● ▲ ●▲▲ ● ○▲ ▲ ● ▲ ● ●● ▲ ● ● ● ▲▲ ● ● ● ● ●●15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確
認。洪水対応訓練や避難訓練等を実施し、明らか
になった課題等を通してタイムラインを検証し、必
要に応じて改定。

● ●

●14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の最大深度の観点から立ち退
き避難が必要なリスクの高い区域の表示

●13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所や、破堤す
ると氾濫水が到達する堤防区間と浸水シミュレー
ション結果を示した資料の作成とホームページで
の提供

継続して実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施

平成28年度から
順次実施

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

2



●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱
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生
市

鴻
巣
市

深
谷
市

上
尾
市

草
加
市

越
谷
市

桶
川
市

久
喜
市
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本
市

八
潮
市

三
郷
市

蓮
田
市

幸
手
市

吉
川
市

白
岡
市

伊
奈
町

上
里
町

宮
代
町

杉
戸
町

松
伏
町

野
田
市

柏
市

流
山
市

我
孫
子
市

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
武
鉄
道
株
式
会
社

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

関
東
鉄
道
株
式
会
社

秩
父
鉄
道
株
式
会
社

埼
玉
高
速
鉄
道
株
式
会
社

首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社

目標時期

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

　Ｆ）企業防災等に関する事項

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

▲

▲

●
活
用

▲ ○

活
用

▲
活
用

活
用

○
活
用

活
用

○ ○

活
用

▲

▲

▲

― ―― ― ― ― ― ―○ ― ― ▲ ― ○―― ● ― ― ― ―― ● ○ ― ― ―― ○ ― ― ― ―― ― ― ― ― ▲― ― ― ― ○ ○― ― ― ― ― ――

・協議会の場等を活用して、水害ハザードマップ
の作成、周知及び訓練等への活用に関する優良
事例を収集して、適宜、「水害ハザードマップ作成
の手引き」を充実し、市町村に提供。

▲ ― ―

○ ▲ ● ○ ― ○▲● ● ● ○ ― ▲● ▲ ○ ● ● ●● ○ ● ● ● ●○ ▲ ○ ● ― ●● ○ ● ●● ○ ● ● ▲ ○● ▲ ● ○ ○ ―○ ● ● ● ○ ●

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定最大規模降雨による洪水を対象とした、広
域避難計画も反映した洪水ハザードマップの策定 ●

▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲○ ▲ ● ● ― ▲○ ○ ― ○ ○ ○○▲ ○ ― ○ ▲ ●● ▲ ● ○ ▲ ▲― ○ ○ ▲ ○ ▲▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○○ ○ ▲ ○ ▲ ○▲ ● ○ ▲ ● ▲○

○ ― ― ―▲ ▲ ▲ ● ●● ▲ ● ○ ● ●● ○ ● ▲ ● ▲ ● ●▲●▲ ▲ ▲ ▲

・各市町村において、水害リスク情報を踏まえて
避難場所及び避難経路を検討し、当該市町村内
の避難場所だけで避難者を収容できない場合等
においては、協議会等の場を活用して、隣接市町
村等における避難場所の設定や洪水時の連絡体
制等について検討・調整を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広域避難体
制を構築。

▲ ● ▲

● ● ● ―▲ ▲ ● ○ ▲ ●○ ▲ ● ● ● ▲● ● ● ○▲ ●● ● ● ○ ▲ ▲● ● ○ ● ● ○○

▲ ○** * * * * *** * * * * **

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村における避難
場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入れのため
の施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅困難者等が
駅周辺で一時滞留する場や水・軽食等の提供を
行うこと等に関する協定の締結

▲ ● ▲

* ― ○ ▲ ○ ○* * * * * *** * * * * ** * * * ** * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * **

▲ ▲ ●

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を超えて広
域避難を行う際の移動手段として、鉄道やバス等
を提供する。

* * * * *

▲ ▲ ● ▲ ●▲ ▲ ○ ▲ ● ●▲○ ― ▲ ▲ ▲ ▲● ▲ ○ ● ▲ ○▲ ― ○ ● ▲ ●▲ ● ○ ● ● ▲○ ▲ ● ○ ○ ● ○○ ▲ ○ ― ○ ▲● ● ○ ▲ ○ ▲● ○ ● ● ○ ▲―

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊急避難及
び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の実施に関
する情報をいち早く協議会関係機関に提供する。

▲ ● ▲ ●

○ ○ ▲ ○ ○― ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ▲ ○

25
想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾濫シミュ
レーションの策定・公表

― ▲ ○○ ○ ―● ▲ ○ ○ ― ●―○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ―○ ▲ ○ ▲▲ ○ ● ○ ▲ ○○24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避難計画の策
定への支援、また、避難訓練等の支援 ▲ ○

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設（ショッピング
モール等）における、洪水を対象とした避難計画
の策定や避難訓練等への支援

▲ ― ▲ ▲ ▲▲ ○ ○ ○ ● ▲▲ ▲ ▲ ○ ― ―▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲▲ ○ ● ○ ▲ ●● ● ▲ ▲ ▲ ○▲ ● ○ ○ ○ ▲▲ ▲ ● ― ▲ ●●

・水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地
域防災計画において要配慮者利用施設に定めら
れた小学校、中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じた
防災教育の実施に努めるよう、協議会等による支
援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成し、2020年度
の年間計画に避難訓練及び避難訓練を通じた防
災教育の実施について定めるよう通知を発出。ま
た、協議会等による支援を行うとともに、先進的な
事例については協議会等の場を活用し、共有。

● ▲ ● ○ ● ●

▲● ▲ ▲ ▲ ▲▲ ● ▲ ▲ ● ●▲ ● ▲ ● ● ▲▲ ▲ ▲ ● ▲ ○ ▲▲ ● ● ▲ ▲ ●● ● ▲ ● ▲ ▲▲ ● ▲ ▲ ● ●● ▲ ● ● ▲ ●●▲ ▲ ● ▲ ● ●

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定している避難計
画の対象災害の中に水害も対象として位置づけ
る

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

平成29年度

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

3



●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱

事　項

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
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川
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白
岡
市

伊
奈
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上
里
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宮
代
町

杉
戸
町

松
伏
町

野
田
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柏
市

流
山
市

我
孫
子
市

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
武
鉄
道
株
式
会
社

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

関
東
鉄
道
株
式
会
社

秩
父
鉄
道
株
式
会
社

埼
玉
高
速
鉄
道
株
式
会
社

首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社

目標時期

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

▲

●

○
参
加

▲ ▲

●

▲

▲

活
用

▲● ●● ○ ●

●

○ ● ● ▲

● ○ ●

○ ▲― ▲ ●

●

●

●

●

○○● ○● ● ●● ● ○○

○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ● ○ ● ● ○● ○ ▲ ● ● ▲▲● ▲ ● ● ○ ▲ ▲ ▲ ● ▲▲○ ▲ ○ ● ▲ ●○ ○ ● ▲ ● ●36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけてもらうための
講習会等の実施 ●

○ ○ ○ ○ ▲ ○○ ○ ○ ― ○ ▲―▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲○ ▲ ▲ ○ ▲○ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲▲ ○ ○ ● ● ▲

● ●● ○ ● ▲ ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ● ●● ▲ ● ● ● ▲▲▲ ▲ ▲ ● ● ▲● ▲ ● ● ● ▲

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車等の乗降
客及び職員の避難訓練を実施する。

●

・関係機関が連携して実施する、自治体の避難情
報、河川やダム等の防災情報等を活用した住民
参加型の避難訓練や、避難場所への避難訓練に
ついて、実施状況や様々な工夫、今後の予定を
協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップの訓練等
への活用について検討した上で実施。

○

○▲ ● ● ▲ ▲▲● ▲ ● ▲ ▲ ●● ● ▲ ● ● ▲ ● ●● ● ▲● ● ● ● ● ●

― ● ○ ▲ ○ ▲○ ▲ ○ ○ ▲ ○▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲○○ ▲ ▲ ▲ ▲○ ○ ○ ○ ○ ▲○▲ ▲ ▲ ○ ● ○○ ▲ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲▲○ ● ▲ ▲ ○ ○34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の声かけや避
難誘導等の訓練及び出水時における実際の事例
の情報を共有し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向
けた取組の実施およびその状況を共有。

▲

* ○ ▲ ▲* * ○ ●― ▲ ▲ ▲ * *○ ○ ● * * ○* ▲ ― ○ * ― ●* ● ― ○ ● ●○○ ▲ ▲ ▲ ▲○ ▲▲ ● ― * * *33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災
害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家に
よる支援方法について検討。
・市町村等の取組を支援する専門家のリストを作
成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共有。

―

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

○ ▲ ▲ ▲

● ● ● ●▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

* * ○ * ― ▲―●

●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ○ ●●● ● ● ● ● ●32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口の設置 ●

●▲31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発信

● ● ▲ ▲ ▲○ ○ ▲ ● ○ ▲▲○ ○ ○ ○ ○ ○● ○ ○ ● ○ ○― ▲ ▲▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲○▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ● ●● ○ ● ○ ● ○○ ● ● ● ▲ ●▲ ▲ ○ ● ○ ▲ ●30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練を検討、実
施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライン（事前防
災行動計画）に基づく実践的な訓練を実施し習熟
を図る。

▲

▲ ▲▲ ▲● ○ ▲ ○ ○ ○○ ― ○ ▲ ○ ○―○ ○ ○ ― ● ○● ▲ ▲ ● ▲ ●○ ○ ○ ● ○ ▲○ ○ ○ ○ ● ●○ ○ ▲ ● ○ ○○ ● ○ ▲ ○ ●○

・毎年、出水期前に協議会において、市町村等関
係機関と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は
洪水対応訓練を実施し、また市町村は関係機関と
連携して避難訓練等を実施して、明らかになった
課題等を踏まえ、避難指示の発令基準や水害対
応タイムライン等を見直し。

▲ ▲ ▲

● ▲ ● ▲ ●● ▲ ● ● ● ●▲● ● ● ● ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ▲▲ ●● ○ ▲ ▲● ● ● ● ▲ ●● ○ ● ●● ● ● ● ● ●▲ ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲ ○

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、チェックリスト
を活用した運用版のタイムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨の際に、駅
や列車等の運行休止や利用者及び従業員の避
難誘導を行うタイムライン（事前防災行動計画）を
作成する。

●

平成29年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

4



●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱

事　項

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
古
河
市

常
総
市

取
手
市

守
谷
市

坂
東
市

五
霞
町

境
町

足
利
市

栃
木
市

佐
野
市

小
山
市

野
木
町

伊
勢
崎
市

太
田
市

館
林
市

玉
村
町

板
倉
町

明
和
町

千
代
田
町

大
泉
町

邑
楽
町

さ
い
た
ま
市

熊
谷
市

川
口
市

行
田
市

加
須
市

本
庄
市

春
日
部
市

羽
生
市

鴻
巣
市

深
谷
市

上
尾
市

草
加
市

越
谷
市

桶
川
市

久
喜
市

北
本
市

八
潮
市

三
郷
市

蓮
田
市

幸
手
市

吉
川
市

白
岡
市

伊
奈
町

上
里
町

宮
代
町

杉
戸
町

松
伏
町

野
田
市

柏
市

流
山
市

我
孫
子
市
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区
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川
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茨
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木
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群
馬
県
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玉
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千
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京
都

東
日
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旅
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東
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秩
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埼
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首
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新
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社

目標時期

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

▲
参
加

▲
活
用

▲
活
用

参
加

▲ ●
参
加

▲

▲

▲
参
加

▲

○

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ▲ ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ▲▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ●● ● ● ● ▲ ▲● ● ▲● ● ● ● ● ●47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協力団体とし
ての指定

●

▲ ▲ ● ▲ ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲▲● ● ● ● ○ ○● ● ● ○ ● ▲ ● ● ● ▲ ●▲● ▲ ▲ ● ● ●● ● ● ○ ▲ ●● ▲ ▲● ● ● ● ● ●46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理団体が行う
訓練等の実働水防訓練の実施 ●

● ▲ ● ● ● ●● ○ ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ○ ●●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ○ ● ○ ▲ ●● ● ● ● ▲ ▲● ● ●● ● ● ● ● ▲45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トランシー
バー等配備） ●

● ▲ ● ○ ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ○ ● ○ ▲ ●● ● ● ● ▲ ▲● ● ▲● ● ● ● ● ●44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確
保
・情報伝達訓練等の実施

●

○ ○○ ▲ ○ ○ ▲ ●▲ ○ ● ● ▲ ○● ▲ ● ○ ▲ ▲ ○ ― ▲○○ ▲ ▲ ● ― ○○ ▲ ● ○ ● ▲ ―● ● ― ○▲○ ○ ○ ▲ ● ●○ ○ ○ ▲ ▲ ● ○ ― ○● ● ▲● ● ● ● ▲ ▲43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自治会等住民
が参加する共同点検を実施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、洪水時に
危険度の高い河川区間や橋梁箇所の共同点検
に参加する

●

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分かりやすく図
示した情報図の作成と水防団等への提供

○ ○● ▲ ● ○ ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ● ○● ● ● ○▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ▲ ▲ ○ ○ ○41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の整備、保管
場所の確保、点検管理の実施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資機材や災
害対策車両の情報共有や相互支援の連絡網を構
築する。

●

○● ● ● ● ● ○● ▲ ● ○ ● ●● ▲ ●

● ● ● ● ● ▲▲● ● ●

● ▲ ● ● ▲ ▲▲● ● ● ● ● ▲

● ● ▲● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲● ● ● ● ● ▲

――● ● ● ●● ● ● ● ● ○ ○ ― ― ▲● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲ ●40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区間や巡視
等水防活動の実施体制の見直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市区町の水防
活動（堤防巡視）のため、水防団員が参集する時
の移動手段として鉄道やバスを利用することに協
力する。

●

● ● ● ● ▲ ●▲● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ●● ▲ ▲ ● ●▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ○ ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲ ●39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水位等の情
報伝達方法の確立 ●

○ ▲ ▲ ○ ○● ▲ ● ● ▲ ●▲● ▲ ● ● ● ▲● ▲ ● ● ● ●● ● ○▲ ● ● ▲ ▲ ○▲● ▲ ▲ ▲ ▲ ●● ● ● ● ● ▲● ● ● ●▲ ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ▲38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の防災知識を
住民への周知するための展示やホームページへ
の情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援として、駅舎
での大規模氾濫を想定した取組や水防団募集の
広報チラシの配布、駅・車両内における水害に関
する防災情報の提供

●

* * ○ * ○ ○―* ○ ○ * ● ―― * * ○ ○ ○― ○ ▲ ○ ●○ ― ▲ ● ▲○ ○ * ― ○ ○― ○ * *▲ ○ ● ▲ * ○― ○ ● ○ * ▲○ ○ ○ * * ▲

▲ ▲ ● ▲ ▲▲● ▲ ▲ ● ▲ ●● ● ▲ ● ● ▲● ▲ ● ○ ● ▲▲● ▲ ● ▲ ○ ▲● ● ● ● ● ●● ▲ ● ● ● ●▲ ▲ ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ▲

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取組み ●

・国の支援により作成した指導計画等を、協議会
の関連市町村における全ての学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実施する学校
を教育関係者等と連携して決定し、指導計画等の
作成に着手。

―

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

平成28年度から
順次実施

5



●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：未実施（予定含む）　―印：実施予定無し　*印：Ｒ４年無回答

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：R４年度に進捗のあった取組

具体的な取組の柱

事　項
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地
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株
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関
東
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株
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秩
父
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株
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会
社

埼
玉
高
速
鉄
道
株
式
会
社

首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社

目標時期

実施する機関

地
域
住
民

市区町 水
資
源
機
構

気
象
庁

鉄道事業者 利
根
川
上
流
河
川
事
務
所

そ
の
他
の
機
関
等

具体的取組 主な内容

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

　P）適切な土地利用の促進

*

▲

●

▲

●

▲

●

▲

●

●

●

●

▲

● ●

○ ―

●

― ― ●

● ○ ● ● ● ●● ● ● ● ○ ○

▲ ▲ ●―

▲ ● ●

○

● ▲

● ○

▲● ● ● ▲▲ ▲ ▲ ○

○ ▲

▲

▲ ▲ ○ ○ ○▲ ○ ○

○ ○ ○ ○ ▲○ ○

▲ ▲ ●○ ― ▲ ●○ ○ ● ○ ▲ ●

― ― ― ― ▲ ▲― ○ ― ―

▲ ● ― ● ― ▲ ●

▲ ▲

● ― ● ― ● ―● ● ● ● ●57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のまちづくり担
当部局等に対し、水害リスク情報を提供。 ― ○ ● ● ● ● ○▲ ▲ ― ○ ● ― ― ○ ▲

▲― ―― ― ― ― ― ● ― ― ○ ― ― ―― ― ○ ― ― ―― ― ―― ○ ― ―○ ○ ― ● ― ● ―○56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業により、水
防災意識社会再構築の取組を支援。 ―

○ ○ ▲● ● ● ▲ ● ●▲ ▲ ● ● ● ●● ● ● ●● ● ▲● ○ ● ● ―● ● ● ○▲● ● ● ● ● ●● ▲ ● ● ● ● ○ ▲● ▲ ●55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に資する民
間企業等との災害時応援協定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災地域の生
活再建や社会経済活動の早期回復を図るため救
援物資・人員等の輸送支援を行う。

● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

● ▲ ●▲○ ○ ○ ▲ ▲ ●○ ○ ○ ○ ▲ ○○ ● ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ▲ ▲―54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支援 ▲

○ ▲ ● ▲ ● ●▲○ ● ● ○ ○ ●

○ ▲ ▲ ▲ ― ▲ ○ ○ ○○○ ○ ○

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するためのBCPの策
定 ● ▲● ● ● ● ●▲― ○ ● ▲ ▲ ●● ● ○ ○ ● ― ▲ ● ● ▲ ―● ● ● ● ▲ ● ● ● ○ ▲● ● ● ○ ▲ ●

▲ ▲ ▲ ▲○▲ ○ ○ ○ ▲ ●○ ○ ○ ○ ▲ ▲○ ▲ ▲▲ ○ ▲ ▲ ○ ○○ ▲ ● ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲○○ ▲ ▲ ○ ○ ○▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施 ▲

▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲○▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲○▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ○ ▲▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の検討の実
施し、大規模水害を想定した緊急排水計画（案）
の作成

▲

● ○ ● ▲ ● ●● ▲ ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ▲▲● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲▲● ● ● ● ● ●● ● ▲ ● ● ●● ● ●● ● ● ● ○ ▲50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水ポンプ車の
配置による早期排水の実施 ●

● ▲● ○ ● ● ● ●○ ▲ ● ● ● ●● ● ● ○ ● ● ● ○ ●▲● ▲ ● ● ▲ ●● ● ● ● ○ ○ ▲● ● ▲▲― ○ ▲ ▲ ●● ● ○ ● ▲ ○ ○ ○ ●○ ○ ○▲ ● ● ● ● ▲49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等において想定
最大浸水深に応じた浸水防止対応の強化（例：開
口部の浸水防止手段の確保（防水扉、浸水防止
板、土のう等）を図る。

▲

● ● ● ○ ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ▲▲● ● ● ● ● ▲● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ●● ● ● ● ● ●● ● ▲● ● ● ● ● ▲48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制の検討、
協定締結等 ●

継続して実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

継続して実施

令和元年度から
順次実施

令和元年度から
順次実施

継続して実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施
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